
第２章 景観計画に基づく届出等の手順 

6 

第２章 景観計画に基づく届出等の手順 

１．届出等の手続き 

届出対象行為となる建築物の建築等、工作物の建設等及び物件の堆積を行う場合は、以下の

流れで届出等を行ってください。 

届出対象行為は、計画・設計の変更が可能な早い段階で事前相談・事前協議を行い、景観計

画に定める景観形成基準等に適合させてください。その後、行為の着手の 30 日前までに行為

の届出を行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）事前相談・事前協議 

手続き 行為者 市（都市・公園管理事務所 管理課） 
① 事前相談（必要に応じて） 
行為者は、行為の届出の要否、行

為を行う場所の区域、景観への配慮
事項など、確認したい事項を北部/南
部都市・公園管理事務所管理課（以
下、「市」という。）へ相談してくだ
さい。 

  

② 事前協議の申出 
（申出時期：設計変更可能な段階） 
行為者は、行為の届出をするにあ

たり設計等変更が可能な段階で、市
へ「事前協議の申出書（様式第３号）」
を提出し協議を行ってください。 
市は、申出の協議内容について、

景観計画及びさいたま市景観色彩ガ
イドライン等への適合状況などの確
認をします。 
なお、申出の協議内容について市

からの助言・指導があった場合、行
為者はその内容に適合するよう設計
変更等を行い、変更した図面等を提
出し、協議を行ってください。 
 市は、申出された協議内容が景観
計画等に適合している場合、行為者
に「事前協議結果通知書」を交付し
ます。 
 なお、適合して協議を終了した場
合には、行為の届出時に必要な添付
図書のうち、事前協議に提出した添
付図書の省略が可能となります。 

  

①事前相談 助 言 

②事前協議の申出 

事前協議結果通知書 

適合 不適合 

景観計画等への 

適合の確認 図面等の再提出 
による協議 

協 議 

事前協議終了 

行為の届出 

設計変更 

図面等の作成 
助言・指導 

 
④
行
為
の
着
手 

 

⑤
完
了
の
届
出 

30日前 ③
行
為
の
届
出
（
法
第
16
条
） 

 

①
事
前
相
談 

 

②
事
前
協
議
の
申
出 

 

⑥
完
了
検
査 

図 届出等の流れ 
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（２）行為の届出・完了届 

手続き 行為者 市（都市・公園管理事務所 管理課） 

③ 行為の届出 
（行為の着手 30日前） 
行為者は、行為に着手する 30

日前までに、市へ「景観計画区域
内における行為の届出書（様式第

６号）」を提出してください。 
また、計画・設計を変更した場

合、同様に届出対象行為に着手す
る 30 日前までに市へ「景観計画
区域内における行為の変更届出

書（様式第７号）」を提出してく
ださい。 

 
〈審査で支障ありの場合〉 
審査により届出内容が景観計

画の適合に支障があったときは、

市は行為者に対し助言・指導や勧
告・変更命令を行います。 

なお、変更命令に際し必要な調
査を行う場合は、着手制限の期間
が最大 90 日まで延長されること

があります。 

勧告や変更命令に従わないと
きは、氏名等の公表や景観法に基
づく罰則が適用されます。なお、

行為の届出をしないときも同様
に罰則が適用されます。 

届出された内容が景観計画に
適合する場合、「審査結果通知書」
が交付されます。 

 
④ 行為の着手 
行為の着手は、景観法の規定に

より届出から 30日後になります。

ただし、審査の結果、行為の届出

が事前協議と同一内容であり、景
観計画に適合している場合は、着

手制限の期間が短縮されます。 

  

⑤ 完了の届出 
行為の完了時に、「完了（中止）

届出書（様式第 11号）」を提出し

ます。 
⑥ 完了検査 
市は、完了検査を行い行為の届

出の内容のとおりであるかを確
認します。 

検査後速やかに「完了検査結果
通知書」を通知します。 

  

 ③行為の届出 

 行為変更の届出 

審査結果通知書 

の交付 

計
画
・
設
計
の
変
更 

支障 
あり 

④行為の着手 

支障 
なし 

氏名等の 

公表・罰則 

従わな
い場合 

審 査 

勧告･変更命令 

 

 

助言・指導 

従わな
い場合 

30
日
前
（
事
前
協
議
と
同
内
容
で
適
合
し
て
い
る
場
合
は
短
縮
可
能
） 

行為の完了 

⑤完了の届出 ⑥完了検査 

検査結果の通知 
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２．提出する届出書等 

届出にあたっては、以下の届出書及び添付図書を提出してください。 

（１）建築物の建築等・工作物の建設等に関する届出書等 

届出等の種類 

届出書名（様式） 

添付図書 部

数 種類 図書に明示する内容 

事前協議の申出 

事前協議の申出書 

（様式第３号） 

 

行為の届出 

景観計画区域内における 

行為の届出書 

（様式第６号） 

[事前協議の内容により添

付図書①～⑦の省略が認め

られます。この場合、図書

省略について記載された事

前協議結果通知書の写しを

添付してください）] 

 

行為の変更 

景観計画区域内における 

行為の変更届出書 

（様式第７号） 

[行為の変更は、変更に係る

箇所の図書のみを添付して

ください] 

 

国の機関又は地方公共団体

の行為の通知 

景観計画区域内における 

行為の通知書 

（様式第８号） 

①付近見取図 
 縮尺１/2,500 以上 

□縮尺     □方位 

□道路     □目標となる地物 

□届出に係る敷地の位置  など  

２

部 

 

②現況写真 

□カラー写真 

・複数の方向から当該敷地や当該敷地の周辺の状況がわ

かるように撮った写真。写真には当該敷地を明示する

こと 

③配置図 
 縮尺１/100以上 

□縮尺 □方位  □敷地の形状及び寸法 

□届出に係る建築物又は工作物と既存建築物又は工作

物の位置 

□敷地に隣接する道路の位置及び幅員 

□建築設備 

□植栽、樹木等の位置、樹種、高さ及び本数 

□駐車場その他の外構施設の位置、材料 

□現況写真の撮影位置及び方向 など 

④平面図 
 縮尺１/100以上 

□縮尺 □方位 □建築物の場合は各階平面図 

□工作物の場合は平面図 

□屋上に設ける建築設備の位置及び主要部分の寸法 

                     など 

⑤各面立面図 
 縮尺１/100以上 

□縮尺 □方位 

□開口部、建築設備及び屋外広告物等の位置及び寸法 

□外観部分の構造、材料及び色彩その他の意匠と寸法 

□外観部分に施す色彩と同一の色彩が施され、その色彩

のマンセル表示 など 

⑥断面図 
 縮尺１/100以上 

□縮尺 □主要な部分２方向以上 

□軒、ひさしの出、軒の高さ、建築物等の高さ 

□屋根及び外観の構造、材料と主要部分の寸法 

□道路・敷地境界からの敷地の形状（高低差等） など 

⑦景観計画適合確認書 
（様式第９号） 

・景観誘導区域、景観保全区域、宮原景観形成特定地区

の対応する様式第９号の該当する景観計画適合確認

書及び立面色彩割合計算書を使用すること 

⑧委任状 
・届出等を代理人が代理して届出等する場合は「委任状」 

 を添付すること 

完了の届出 

完了（中止）届出書 

（様式第 11号） 

□完成写真 
・建築物又は工作物の外観及び敷地内の状況を示す   

カラー写真 
１

部 行為の中止 

完了（中止）届出書 

（様式第 11号） 

 
・届出の副本 

※中止の決定後、速やかに届出すること 

（注）建築物等の壁面に屋外広告物を表示することが決定している場合は、当該屋外広告物がさいた

ま市屋外広告物条例の規定に適合していることを確認のうえ、「事前協議の申出書（様式３号）」

又は「景観計画区域内における行為の届出書（様式第６号）」の添付図書に当該屋外広告物の

位置、形状、寸法、構造、意匠、色彩等を記載し、提出してください。 
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（２）物件の堆積に関する届出書等 

届出等の種類 

届出書名（様式） 

添付図書 部

数 種類 図書に明示する内容 

事前協議 

事前協議の申出書 

（様式第３号） 

 

行為の届出 

景観計画区域内における 

行為の届出書 

（様式第６号） 

[事前協議の内容により添

付図書①～⑤の省略が認

められます。この場合、図

書省略について記載され

た事前協議結果通知書の

写しを添付してください] 

 

行為の変更の届出 

景観計画区域内における 

行為の変更届出書 

（様式第７号） 

[変更に係る行為の箇所の

変更前と変更後の図書の

みを添付してください] 

 

国の機関又は地方公共団

体の行為の通知 

景観計画区域内における 

行為の通知書 

（様式第８号） 

①付近見取図 
 縮尺１/2,500 以上 

□縮尺     □方位 

□道路     □目標となる地物 

□届出に係る敷地の位置  など  

２

部 

②現況写真 

□カラー写真 

・複数の方向から当該敷地や当該敷地の周辺の状況が

わかるように撮った写真。写真には当該敷地を明示

すること 

③配置図 
 縮尺１/100以上 

□縮尺 □方位  □敷地の形状及び寸法 

□堆積する物件の位置、堆積方法及び高さ 

□敷地に隣接する道路の位置及び幅員 

□擁壁、塀、囲い等の遮へい物の位置 

□植栽、樹木等の位置、樹種、高さ及び本数 

□現況写真の撮影位置及び方向 など 

④遮へい物の各面立面図 
 縮尺１/100以上 

□縮尺 □方位 

□堆積する物件を遮へいするものとして図示された

部分に施す彩色と同一の彩色が施され、その彩色の

マンセル表示 

⑤景観計画適合確認書 

（様式第９号） 
・様式第９号その４の適合確認書を使用すること 

⑥委任状 
・届出等を代理人が代理して届出等する場合は「委

任状」を添付すること 

完了の届出 

完了（中止）届出書 

（様式第 11号） 

□完成写真 
・堆積した物件の外観及び敷地内の状況を示すカラ

ー写真 
１

部 行為の中止 

完了（中止）届出書 

（様式第 11号） 

 
・届出の副本 

※中止の決定後、速やかに届出すること 

３．提出先及び問い合わせ先 

行為の場所 提出先（所在地） 

西区、北区、大宮区、 

見沼区、岩槻区 

 さいたま市 都市局 北部都市計画事務所 都市計画指導課 
 〒３３０－８５０１ 
 さいたま市大宮区吉敷町１－１２４－１（大宮区役所内） 
 ℡０４８－６４６－３１７８ 

中央区、桜区、浦和区、 

南区、緑区 

 さいたま市 都市局 南部都市計画事務所 都市計画指導課 
 〒３３８－８６８６ 
 さいたま市中央区下落合５－７－１０（中央区役所内） 
 ℡０４８－８４０－６１７８ 


